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研究論文 

 

中学生に対する怒りの適応的対処を促す心理教育の開発 
 

下田 芳幸* 

 

A development and pilot study of teaching junior high school students to promote 
adaptive anger coping 

 

Yoshiyuki SHIMIDA 
 

【要約】中学生を対象に，怒りの理解や適応的対処の幅を拡げることを目標とした心理教育を開発し，

内容の理解のしやすさなどに関する授業評価のアンケートと自由記述の感想の内容分析から，有効性に

関する検討を行った。授業評価に関する分析の結果，本研究の心理教育の内容は新規性が高く理解しや

すいことや，今後に役立つという肯定的評価が多かった。また感想の分析から，本心理教育の目的は概

ね達成された可能性が示された。 

 

【キーワード】中学生，怒り，対処，アンガーマネジメント，心理教育 

 

問題と目的 

 

文部科学省が毎年行っている「児童生徒の問題

行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

によると，令和 3（2021）年度の中学生の暴力行

為の発生件数は 24,450 件（1,000 人当たりの発生

件数は 7.5 件）であった（文部科学省，2022a）。総

計としての暴力行為は件数・割合とも減少傾向に

あるものの，そのうち生徒間暴力に限っては，最

近 10 年の 1,000 人当たりの発生件数は 6 件台で推

移しており，減少傾向にはない 1。 

こういった暴力行為の背景の一つに怒りや攻撃

性（アンガー）に起因する要因が考えられるため，

中学生を対象とした怒りに関する心理的アプロー

チのニーズは高いと考えられる。2022 年に改訂さ

れた生徒指導提要（文部科学省，2022b）において

も，学校におけるリスクマネジメントや暴力行為

の防止，あるいは自殺予防の観点から，怒りに対

するアプローチの重要性が述べられている。 

怒りに対する心理学的アプローチのうち，日本

の学校心理学（石隈，1999）の心理教育的援助サ

ービスにおける一次的サービスや，生徒指導提要

（改訂版）（文部科学省，2022b）における常態的・

先行的（プロアクティブ）生徒指導（発達支持的

生徒指導，課題予防的生徒指導）に該当するもの

としてアンガーマネジメントが挙げられる。しか

し国内外の小中学生を対象とした学級単位のアン

ガーマネジメントをレビューした下田他（2020）

によると，国内における中学生を対象としたアン

ガーマネジメントの実践研究は数が少ないことが

課題として挙がっている。 

中学生を対象としたアンガーマネジメントの実

践内容については，怒りの理解に加えアサーショ

ントレーニングを実施しているものが多い（下田

他，2020）。アサーショントレーニングは，自身の

意見の表明を攻撃的あるいは非主張的でなく自他

の感情を尊重しながら適切に行うことをねらって

おり，怒りを感じる場面での適応的対処を促すア

プローチとして一定の価値がある。一方で，怒り

の生起要因等の多様性に鑑みると，他の観点かの

実践に関する研究知見の蓄積も必要であると思わ

れる。特に下田他（2020）による国内の実践動向
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を踏まえると，リラクセーション法の実施に加え，

アサーティブな自己主張以外の，幅広い怒りの対

処法の理解や習得に向けた心理教育を開発する必

要があると考えられる。 

そこで本研究は，アンガーマネジメントの一つ

として，怒りの対処法の幅を拡げることを目標と

した心理教育を開発し，予備的研究として内容の

理解のしやすさや役に立ちそうな程度といった観

点からの評価や授業感想の分析から，目的の達成

度や有効性に関する検討を行うこととした。 

 

方 法 

 

研究協力者 

本研究は，異なる生徒を対象に 2回実施された。

対象者は九州地方の公立中学校に在籍する 2 年生

であり，1回目は 3 学級 92名，2回目は 3 学級 102

名が対象であった。 

実践時期 

1 回目の実践は 2021 年 10 月，2 回目の実践は

2022 年 11月に行われた。 

実践内容 

それぞれの実践に先立ち，学校長および対象学

年の主任教諭との事前の打ち合わせを行ったとこ

ろ，いずれの学校・学年においても生徒指導上の

大きな問題は発生していないこと，1 回目の実践

校では生徒間の単発的な暴力行為がやや多く，2

回目の実践校では暴力行為は少ないが人間関係の

トラブルが若干多いこと，これらの理由の一つと

して一見些細なことと思われるきっかけに対する

怒り感情のコントロールが不十分であると思われ

るとの情報が得られ，これらを踏まえたアンガー

マネジメントの基本的な内容について生徒に伝え

てほしいという教員側のニーズが確認された。 

そこで本研究では，上記のニーズに加え，怒り

そのものは自然な感情であるため自分の怒りとの

上手なつき合い方を積極的に学ばせるという考え

方が重要であるという指摘（松尾，2002）やアン

ガーマネジメントに関する先行研究の実践動向

（下田他，2020）を考慮し，①中学生における怒

りの特徴と自身の怒りのチェック，②怒りの適応

的側面（必要性）の解説，③怒りの対処法に関す

る理解，④リラクセーション法の実施からなる心

理教育を実施した（Appendix 1参照）。 

①中学生における怒りの特徴と自身の怒りのチ

ェック 中学生の怒りの特徴に関しては，先行研

究（金山，2008；岡安他，1992；下田・寺坂，2014）

の知見を基に怒りの原因となりやすいものを解説

したり，思春期における脳発達の特徴（小池，2015）

を基に衝動性や行動抑制に関する説明を行ったり

した。 

自身の怒りのチェックについては，岡安・高山

（1999）のチェックリストの「不機嫌・怒り感情」

の項目を用いた。併せて，怒りに限らない自分の

状態を多面的に振り返る目的で，並川他（2011）

の Birleson depression self-rating scale for children短

縮版の「活動性および楽しみの減衰」の項目を，

元気さの程度をチェックするものとして用いた

（Appendix 2参照）。 

②怒りの適応的側面に関する解説 怒りは，何ら

かの危機や損害が発生したことを自身へ気づかせ

たり，他者へ警告のメッセージとして作用したり，

義憤といった集団秩序の維持を促す行動を生起さ

せたりするといった適応的な機能も有する（詳し

くは遠藤，2013 などを参照）。そこで本心理教育

では，自分の大切なものを傷つけられた・危ない

ことをされた・ルールやマナー違反の 3 つの場面

で，怒りが全くなくなるとどのようなデメリット

が生じうるかという観点からの解説を行い，怒り

の適応的な側面について理解を促した。 

③怒りの対処法の理解 ここまでで触れた怒り

の特徴を踏まえ，暴言や暴力といった他者への攻

撃でない怒りの対処法について紹介し，理解を深

めるワークを実施した。怒りの対処法の内容につ

いては，怒りの適応的対処の視点で作成された下

田他（2022）の尺度項目を参考にチェックリスト

の形式で資料を作成した。このチェックリストの

有効な活用方法について探索的に検討するため，

1 回目は「今すでにしているもの／したことはな

いがやれそうなもの」についてチェックする形式
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で，2 回目については，各下位尺度の得点分布を

基に，自分の対処法のバランスを確認する形式で

実施した（Appendix 3，4参照）。 

④リラクセーション法の体験 アンガーマネジ

メントにおいては，リラクセーション法の実践が

よく行われている（下田他，2020）。そこで本研究

では，身体的なリラクセーション法として，山中・

冨永（2000）や藤原（2006）を参考に，学校現場

で用いられることの多い 10 秒呼吸法と肩の緩め

を実施した（Appendix 5，6参照）。 

以上の内容を実施した後，授業の最後に，まと

めの解説と授業のアンケートを実施した。 

授業アンケート 

本研究で考案された授業の実施直後の評価を検

討するため，①授業内容の新規性（「今日の授業の

内容は，知っていることが多かったですか」。5 件

法：知っていることが多かった＝1―知らないこと

ばかり＝5），②授業内容の難易度（「今日の授業の

内容は，分かりやすかったですか」。5 件法：すご

く分かりにくかった＝1―とても分かりやすかっ

た＝5），③授業内容の有用性（「今日の授業の内容

は，これから役に立ちそうですか」。5 件法：全然

役に立たなそう＝1―とても役に立ちそう＝5）の

質問項目を設定した。 

また，授業の目的の達成を含む授業評価を幅広

く検討するため，「今日の授業についての感想を書

いてください」という教示による自由記述での感

想の記述を依頼した。 

手続き 

本研究は筆者がゲストチーチャーとして，学級

活動の時間に各学級において 1時間ずつ実施し，

担任が T2 として参加した。 

実践に先立ち，授業後のアンケートを授業改善

に関する研究データとして使用することについて，

学校長より許可を得た。このことについては，同

意しない生徒はアンケートに未記入で構わないこ

と，その場合であっても一切の不利益を被らない

ことを含め，授業時に生徒へも口頭で説明を行っ

た。また感想用紙にもこのことを明記した。加え

て，結果の全体的な傾向を授業改善の資料として

活用したり担任等と共有したりすることを説明し

た上で実施し回収した。 

データの分析 

授業評価の 3 つの項目については，回答者数を

単純集計してグラフ化するとともに，2 回の授業

の差異を検討するため，回答者の偏りに関してカ

イ二乗検定を行うこととした。 

授業感想の自由記述データについては，意味内

容のまとまりごとに切片化した。次いで似た内容

をまとめてサブカテゴリーを作成し，さらに，類

似のサブカテゴリーをまとめてカテゴリーとして

整理した。 

 

結果 と 考察 

 

授業の評価項目の分析 

授業評価の 3 つの質問項目について，1 回目は

82名（89％），2回目は 96名（94％）の生徒から

回答が得られた。1回目の集計結果を Figure 1，2

回目の集計結果を Figure 2 に示す。 

2 回の授業の結果を比較するために，各項目の

回答者数を用いてカイ二乗検定を行った。その結

果，「新規性」における回答者の偏りは有意であり，

残差分析の結果から，2 回目の授業の方が，内容

について知らないことが多かったと評価した生徒

が多い可能性が示された（χ2(4)＝54.7，p<.01，

Cramer's V = 0.55）。学校からの情報によると 1回

目の授業の対象者は，前年度にアンガーマネジメ

ントに関する授業（怒りの温度計，アサーション

トレーニング）を学ぶ機会があったとのことであ

り，怒りに関するこういった学習履歴が影響して

いたことが考えられる。ただし，1 回目の授業で

も 5 件法の 3以上の評定者は合計で 78％となって

おり，1（「知っていることが多かった」）という回

答者はいなかったことから，怒りに関する学習履

歴があった生徒にとっても，ある程度の新規性の

ある授業内容であったと考えられる。前年度のア

ンガーマネジメントに関する授業資料の一部を確

認したところ，本研究で触れた怒りの適応的側面

に関する内容が触れられていなかったことから，
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この点が特に新規性の高いものであった可能性が

うかがわれた。2回目の対象者については，5（「知

らないことばかり」）と回答した生徒が約 6 割で

あったことから，本研究の内容は怒りの理解を多

面的に促すものとして一定の妥当性を備えている

と考えられる。 

次に，「理解度」については，回答者の偏りは有

意でなかった（χ2(4)＝3.75，p>.05）。2 回の実践

とも，5（「とても分かりやすかった」）との回答が

約 4 分の 3 を占めており，4 の回答まで含むと約

9 割となることから，中学 2 年生にとって理解し

やすい内容であったと考えられる。 

最後に，「有効性」については回答者の偏りは有

意であり，残差分析の結果から，1 回目の授業の

方が有効性を高く評価した生徒が多かった可能性

が示された（χ2(4)＝85.3，p<.01，Cramer's V = 0.69）。

この点については，実施した各対象学年の指導上

の課題の違いが影響していたかもしれない。先に

述べたように，1 回目の対象学年は生徒間の単発

的な暴力行為がやや多いことから，暴力行為以外

の怒りの対処法の理解や習得に関するニーズが高

く，生徒も関心をもっていたことが考えられる。

一方で 2回目の対象学年は，事前の打ち合わせに

よると直接的な暴力行為は多くないとのことであ
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ったため，怒りに関するニーズが顕在化しておら

ず，授業内容として暴力行為以外の対人関係トラ

ブルと怒りとの関連を強調したものであったほう

が，より実態に即していた可能性が示唆される。

こういった対象学年の特徴と授業内容との関連性

や改善に関する知見の蓄積が今後の課題である。 

授業の感想（自由記述）の分析 

自由記述形式での授業の感想について，1 回目

は 82 名（89％）から 158 の切片化されたデータ

が，2回目は 95名（93％）の生徒から 183 の切片

化されたデータが得られた。2 回の授業のカテゴ

リーを揃えて比較検討するため，2 回分のデータ

をまとめ，内容ごとにサブカテゴリーおよびカテ

ゴリーにまとめた後，1 回目と 2 回目のそれぞれ

で Table を作成した。1回目の結果を Table 1，2回

目の結果を Table 2 に示す。なお，切片化されたデ

ータの割合に差があるかを検討するためにカイ二

乗検定を行ったところ，5％水準で有意ではなかっ

た（χ2(11)＝18.99，p>.05，Cramer's V = 0.24）。 

「怒りの理解」に関しては，本心理教育の目的

である「自己理解」および適応的側面を含む「怒

りの特徴の理解」とカテゴリー化できる記述が，

それぞれ確認できた。特に，適応的側面を含む怒

りの特徴については普段学ぶ機会が限られている

ためか，記述した生徒がやや多かったといえる。

このことから，本心理教育の目的は一定程度達成

されたと考えられる。 

次に「怒りの対処に関する理解」については，

「怒りの向社会的対処の理解」と「リラクセーシ

ョン法の理解」とカテゴリー化できる記述が，そ

れぞれ確認できた。「怒りの向社会的対処の理解」

は本心理教育の「怒りの対処法の理解」の内容と

対応するものであり，本研究の目的が一定程度達

成されたことを示唆するものである。 

また，「リラクセーション法の理解」については，

2 回の授業いずれにおいても多くの生徒が言及し

ていた。思春期という発達段階において様々な場

面で緊張状態を強いられやすく，リラクセーショ

ン法に対するニーズが高いと推測され，この点が

感想の多さにつながった可能性がある。このこと

から，本心理教育にリラクセーション法の体験を

取り入れることに意義があると考えられる。 

続いて「今後の活用」については，「怒りの向社

会的対処」に関するもの，「リラクセーション法」

に関するものおよび「両方・その他」に分類可能

な記述が確認された。「怒りの向社会的対処」につ

いては，本心理教育の目的に即した記述内容が多

く，内容の妥当性を支持するものと思われる。 

また，「リラクセーション法」については 2回の

授業とも言及した生徒が多く，特に具体的な場面

での活用の言及も複数見られたことが特徴的であ

った。これは先述の「リラクセーション法の理解」

と同様に，生徒のニーズの高さによるものと思わ

れ，先に述べたように，怒りの対処に関する心理

教育においてもリラクセーション法の解説と体験

を取り入れるべきであるといえよう。 

その他に，「授業の分かりやすさ」に関する言及

も確認でき，先述の授業の評価項目の結果を支持

するものであるといえる。また，「効果の実感」と

して，リラクセーション法の効果を体験できたこ

との記載も見られた。こういった効果の実感につ

なげるために，実施者は山中・冨永（2000）や藤

原（2006）におけるリラクセーション法の実施法

を習熟することが求められよう。また，消去動作

も適切に実施することが必要であるといえる。 

なお，記載数は多くないものの，「その他」とし

て，“怒りの感情が分からない”，“あまりイライラ

しないから共感はあんまりない”といったものも

見られた。アンガーマネジメントの実施が求めら

れる状況では，怒りの不適応的な側面が顕在化し

ている場合が多いと想定され，そこには“思春期

であるから怒りを感じやすい・イライラしやすい”

といった想定がなされやすいことが考えられる。

一方で当然ながら，感情の生起の仕方や程度には

個人差が大きい（稲垣，2019）。アンガーマネジメ

ントに関する心理教育を実施する際にはこういっ

た生徒の存在を考慮しし，怒りを抱くことを前提

としたり当たり前であるといった説明を行ったり

しないように留意する必要であるといえる。本心

理教育においても，この点をより強調するような 
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た

怒
り
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特

徴
の

理
解

(
2
1
)

怒
り

は
い

る
も

の
だ

と
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か
り

ま
し

た
怒

り
が

あ
る

こ
と

で
い

い
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と
が

あ
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い

う
こ

と
が

分
か

り
ま

し
た

怒
り

は
大

切
と

言
う

こ
と

や
、

イ
ラ

イ
ラ

す
る

の
が

多
い

年
頃

な
ど

、
　

怒
り

に
つ

い
て

の
説

明
を
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く

こ
と
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出

来
て

良
か

っ
た

で
す

そ
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他
(
3
)

詳
し
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学

ぶ
こ

と
が

で
き

た
と

い
う
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と

で
と

て
も
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か

っ
た

で
す

普
段

、
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ま
り

怒
り

に
つ

い
て

考
え

る
機

会
が

な
い

の
で

、
今

回
考

え
る

こ
と

が
で

き
て

良
か

っ
た

怒
り

の
向

社
会

的
対

処
の

理
解

(
2
2
)

色
々

な
イ

ラ
イ

ラ
の

解
消

方
法

が
あ

っ
て

お
も

し
ろ

か
っ

た
で

す
い

ら
い

ら
の

対
処

法
で

知
ら

な
い

こ
と

が
あ

っ
た

の
で

、
知

れ
て

よ
か

っ
た

な
と

思
い

ま
し

た

リ
ラ

ク
セ

ー
シ

ョ
ン

法
の

理
解

(
3
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良
い

呼
吸
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方

法
を

知
っ

た
リ

ラ
ッ

ク
ス
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つ
い
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知
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よ
か

っ
た

リ
ラ

ッ
ク
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方

と
か

あ
っ

て
面
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っ
た

で
す

緊
張

を
ほ

ぐ
せ

る
リ

ラ
ッ

ク
ス

法
を

し
れ

て
よ
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っ
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で

す
リ

ラ
ッ

ク
ス
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は

、
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々
な

方
法
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あ
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と

分
か

り
ま

し
た
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の
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ラ

ッ
ク

ス
法

や
、

１
０

秒
呼

吸
法

を
知

る
こ

と
が
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来

た
そ
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他

(
2
)

教
え

て
も

ら
っ

た
こ

と
も

参
考

に
な

り
ま

し
た

怒
り

の
向

社
会

的
対

処
(
9
)

今
後

、
イ

ラ
イ

ラ
し

た
と

き
に

今
日

、
教

え
て

も
ら

っ
た

こ
と

を
生

か
し

て
い

き
た

い
と

思
い

ま
し

た
こ

れ
か

ら
イ

ラ
イ

ラ
す

る
時

期
が

増
え

て
く

る
の

で
　

今
日

教
え

て
も

ら
っ

た
イ

ラ
イ

ラ
解
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ョ
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(
2
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っ
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た
イ

ラ
イ

ラ
し

た
時
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ど
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ス
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っ
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い
ま

し
た
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方
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他

(
1
5
)

こ
れ

か
ら

の
と

き
に

も
役

に
立

て
る

と
思

い
ま

し
た

今
日

、
知

れ
た

こ
と

を
、
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活

に
活

か
せ

る
よ

う
に

し
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い
き

た
い

と
思

い
ま

し
た

授
業

の
分

か
り

や
す

さ
(
1
1
)

分
か

り
や

す
か

っ
た
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も
分

か
り
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す

く
入
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と
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た
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)
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ッ
ク

ス
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を
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落
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(
2
)

あ
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ま
り
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ラ
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な
い
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ら

、
共
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は
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ん
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り

な
い
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カ
テ

ゴ
リ

ー
名

サ
ブ

カ
テ

ゴ
リ

ー
名

記
載

例

怒
り

の
特

徴
の

理
解

(
2
8
)

怒
り

に
つ

い
て

知
る

こ
と

が
で

き
た

い
ら

い
ら

は
程

度
が

あ
る

け
ど

大
事

だ
と

分
か

り
ま

し
た

怒
り

と
い

う
の

は
あ

る
程

度
必

要
だ

と
い

う
こ

と
が

分
か

り
ま

し
た

ど
ん

な
と

き
に

イ
ラ

イ
ラ

が
起

こ
る

の
か

を
知

る
こ

と
が

で
き

ま
し

た
怒

り
は

少
し

は
い

る
と

い
う

こ
と

が
分

か
っ

た
の

で
気

持
ち

が
楽

に
な

り
ま

し
た

自
己

理
解

(
1
7
)

自
分

の
イ

ラ
イ

ラ
に

つ
い

て
み

つ
め

る
こ

と
が

で
き

た
普

段
の

生
活

の
中

で
ど

れ
く

ら
い

イ
ラ

イ
ラ

し
て

い
る

の
か

を
知

っ
た

何
に

対
し

て
の

イ
ラ

イ
ラ

が
多

い
か

改
め

て
考

え
る

こ
と

が
で

き
ま

し
た

両
方

・
そ

の
他

(
7
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知
ら

な
い
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と

の
ほ

う
が

多
く

て
勉

強
に

な
り

ま
し

た
授

業
の

内
容

が
知

ら
な

い
こ

と
ば

か
り

だ
っ

た
の

で
知

れ
て

良
か

っ
た

怒
り

の
向

社
会

的
対

処
の

理
解

(
1
3
)

イ
ラ

イ
ラ

に
つ

い
て

の
処

理
方

法
を

教
わ

っ
た

怒
っ

た
と

き
に

ど
う

す
れ

ば
い

い
か

分
か

り
ま

し
た

イ
ラ

イ
ラ

が
溜

ま
っ

て
し

ま
っ

た
と

き
の

対
処

の
仕

方
が

わ
か

っ
た

リ
ラ

ク
セ

ー
シ

ョ
ン

法
の

理
解

(
2
7
)

リ
ラ

ッ
ク

ス
の

仕
方

が
良

く
分

か
っ

た
リ

ラ
ッ

ク
ス

し
た

い
時

の
方

法
が

わ
か

っ
た

リ
ラ

ッ
ク

ス
す
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こ
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で

メ
リ

ハ
リ

も
つ
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や

す
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感
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ま

し
た

怒
り

が
あ
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と

き
に

ど
う

い
う

リ
ラ

ッ
ク

ス
法
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あ

る
か

分
か

っ
て

よ
か

っ
た

人
に

は
必

ず
怒

る
こ

と
が

あ
る

の
で

、
そ

れ
を

ど
う

リ
ラ

ッ
ク

ス
す

る
か

を
今

日
学

べ
た

両
方

・
そ

の
他

(
2
)

役
に

立
つ

話
も

た
く

さ
ん

知
る

こ
と

が
で

き
た

の
で

良
か

っ
た

怒
り

の
向

社
会

的
対

処
(
1
8
)

イ
ラ

イ
ラ

の
対

策
を

活
か

し
て

み
た

い
と

思
い

ま
し

た
な

る
べ

く
イ

ラ
イ

ラ
し

な
い

よ
う

に
こ

れ
か

ら
自

分
で

解
決

し
て

い
こ

う
と

思
い

ま
し

た
イ

ラ
イ

ラ
し

た
り

す
る

と
き

の
自

分
の

感
情

の
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
の

や
り

方
を

い
つ

か
実

践
し

た
い

と
思

い
ま

し
た

リ
ラ

ク
セ

ー
シ

ョ
ン

法
(
4
2
)

リ
ラ

ッ
ク

ス
法

も
い

っ
ぱ

い
し

て
い

こ
う

と
思

い
ま

す
1
0
秒

呼
吸

法
は

こ
れ

か
ら

試
し

て
み

よ
う

と
思

い
ま

す
リ

ラ
ッ

ク
ス

法
は

と
て

も
役

立
ち

そ
う

だ
と

思
い

ま
し

た
今

日
習

っ
た

リ
ラ

ッ
ク

ス
の

や
り

方
を

実
践

し
て

み
た

い
で

す
リ

ラ
ッ

ク
ス

方
法

な
ど

を
し

っ
か

り
活

用
し

て
い

き
た

い
と

思
い

ま
し

た
1
0
秒

呼
吸

法
な

ど
の

方
法

も
試

し
て

心
を

落
ち

着
か

せ
て

い
こ

う
と

思
い

ま
し

た
普

段
家

で
よ

く
イ

ラ
イ

ラ
し

や
す

い
の

で
、

今
日

知
っ

た
リ

ラ
ッ

ク
ス

法
な

ど
を

や
っ

て
み

よ
う

と
思

い
ま

し
た

両
方

・
そ
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他

(
8
)

今
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の
授
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で

習
っ
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こ
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を
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っ

か
り

活
用

し
て

い
き

た
い

自
分

は
元

気
な

状
態

を
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ー
プ

し
て

い
き

た
い
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思

い
ま

し
た

授
業
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か
り

や
す

さ
(
1
8
)

非
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面

白
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っ
た
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し

く
て

分
か

り
や

す
か

っ
た

で
す

効
果

の
実

感
(
2
)

リ
ラ

ッ
ク

ス
す

る
方

法
を
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て

実
際

に
効

果
が

あ
っ

た
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の

他
(
1
)
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り
怒
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の

感
情
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ら

な
い

、
怒
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な
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タ

イ
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）
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改善が必要であろう。 

まとめと今後の課題 

本研究で実践された心理教育は，授業直後の生

徒の評価は高く，心理教育の目的も多くの生徒に

理解されたと考えられることから，怒りの対処法

を拡げることを目的としたアンガーマネジメント

として妥当なものであることが示唆された。 

今後は，本実践の怒り対処行動への影響などに

関する数量的な効果検証や，実施対象者の特徴に

合わせた改善や工夫に関する実践的な知見の蓄積

が必要である。 

 

<脚注> 

1 前年度に当たる令和 2（2020）年度は 21,293 件

（1,000人当たりの発生件数は 6.6件）であった。

これはここ 10 年で最も低いものであるが，新

型コロナウイルスの感染拡大に伴う休校措置等

が行われていたことにより，授業日数が例年よ

り少なかったことが影響していると考えられる。 

 

付記 

本研究は，JSPS 科研費（18K03099）の助成を受

けて行われた。 

本研究に関して他に開示すべき利益相反事項は

ないが，筆者は学校臨床心理学を専門としており，

心理教育に関し学校現場等での実施や書籍等での

執筆に携わることがある。 
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Appendix 1. 本研究で実践した心理教育の流れ 

 
時間 ねらい 概要 
3 分 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
 
 
5 分 
 
 
 
 
11 分 
 
 
 
 
 
 
 
7 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 分 

中学生が怒りを感じやす

いものを考える  
 
 
イライラしやすいといっ

た思春期の怒りに関する

特徴を脳の発達の観点か

ら理解する 
 
 
 
怒りや元気さの程度の自

己理解 
 
 
 
怒りの必要性について 
 
 
 
 
 
 
 
怒りの対処法について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リラクセーション法の体

験 
 
 
 
 
 
 
 
 
まとめと感想アンケート

への回答 

・普段イライラしやすいことを振り返るよう教示する。 
・中学生の怒りの原因となりやすいものとして，同世代（友達や同級

生等），大人（家族，教師等），学業（勉強，進路）を紹介する 
 
・思春期の脳は成長期に伴い，活動がアンバランスになることを紹介

する。 
・そのため，気分が変動しやすいこと，他者評価が気になること，危

険の感受性が鈍くなること，欲求の抑制が効きにくいことなどを紹

介する 
・こういった特徴がイライラのしやすさにつながることを解説する。 
 
・怒りの程度および元気度に関するアンケートを配布し，回答を求め

る。 
＊回答結果は発表や挙手，話し合い等はしないことを伝え，自分自身

の様子を振り返る参考資料として活用するよう説明する。 
 
・「全く腹が立たなくなるとどうなるか」と提示する（状況に応じて担

任（T2）により数名に発言してもらう）。 
・①自分の大切なものを傷つけられた場合，②自分に危険なことが起

こった場合，③正しくないことやルール違反が生じた場合，の 3 つ

の場面を提示し，それぞれにおけるデメリットとなりうる状況を解

説する。 
・怒りが全くないのも問題となりかねない，との説明を行う。 
 
・怒りを攻撃的に表出することのデメリット（触法行為になりうるこ

と，人間関係等へ悪影響を及ぼすこと）に触れ，向社会的な怒りの

対処法が必要であることを説明する。 
・代表的な怒りの対処法をまとめたアンケートを配布し， 

1 回目：①今すでにしているもの，②してはいないがやれそうなも

の，について回答を求める。 
2 回目：各対処法を普段どれくらい行っているか回答し，集計して

自分の特徴を振り返るように説明する。 
＊回答結果は発表や挙手，話し合い等はしないことを伝え，怒りの対

処について考えるための参考資料として活用するよう説明する。 
 
・10 秒呼吸法を実施する（解説 2 分，体験 3 分）。 
＊ふざけて呼吸する生徒がいる場合，まず 20 秒ほど実施して取り組

む雰囲気づくりをした後，1 分実施する。取り組み状況が芳しくな

い場合には時間を短くする等で対応する。 
・肩のリラクセーション法を実施する（解説 2 分，体験 5 分）。 
＊取り組みにくい生徒に配慮するため，気持ちが乗らない場合は行わ

なくてもよく，周囲の様子を静かに見ておくよう教示する。 
＊いずれの技法においても，ポイントをまとめた資料を配布する。 
＊実施後に消去動作を実施する。 
 
・本時のまとめとして，①ある程度の怒りは必要であること，②自分

の怒りについて気づくことの重要性，③怒りの対処やリラクセーシ

ョン法の活用の重要性，について説明する。 
・感想アンケートへの回答を依頼する。 
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Appendix 2. 怒りおよび元気の程度のチェックリスト 
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Appendix 3. 怒りの対処法に関する資料（1回目） 
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Appendix 4. 怒りの対処法に関する資料（2回目） 
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Appendix 5. リラクセーション法に関する資料（呼吸法） 
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Appendix 6. リラクセーション法に関する資料（肩緩め） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2023 年 1月 31 日 受理） 

 




